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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品の載置板を上面に配置する載置枠の下面に支持脚を設けて形成したメインテーブルと
、このメインテーブルの一側に配置しメインテーブルの載置板と面一な天板を支持脚の上
面に固定したサイドテーブルと、載置枠の両外側に設け、水平部と、この水平部のサイド
テーブル側の端部から垂直下方向に設けた垂直部とから成る一対のＬ字形レールと、この
Ｌ字形レールに、本体基板に三角形状に設けた三支点の内の二支点を回動及び摺動可能に
接続するとともに他の一支点をサイドテーブルの下面に回動可能に軸支して、メインテー
ブルとサイドテーブルとを位置移動可能に連結する連結機構とから成り、サイドテーブル
の引き出し時は、外側レールに係合した二支点の一方をＬ字形レールの水平部に配置し、
他方をＬ字形レールの垂直部に配置するとともに、サイドテーブルの格納時は、サイドテ
ーブルをメインテーブル側に押圧する事により、サイドテーブルの軸支部を支点として本
体基板を回動しサイドテーブルを上昇させ、Ｌ字形レール内に係合した二支点をＬ字形レ
ールの水平部内で摺動させる事により、メインテーブルの上面にサイドテーブルの天板を
配置可能とした事を特徴とする配膳台。
【請求項２】
載置板は、載置枠の上面に着脱可能に配置した事を特徴とする請求項１の配膳台。
【請求項３】
メインテーブルは、サイドテーブルとは反対側の他側に延長テーブルを配置し、この延長
テーブルの延長天板をメインテーブルの載置板と面一に形成し、延長テーブル及びサイド
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テーブルの格納時は、メインテーブルの載置枠から載置板を取り外した後、延長テーブル
をメインテーブル側に押圧する事により、載置枠の上面に延長テーブルの延長天板を配置
して延長テーブルをメインテーブル側に格納し、この延長テーブルの格納後に、サイドテ
ーブルをメインテーブル側に押圧移動させる事により、延長テーブルの延長天板の上面に
サイドテーブルの天板を配置可能とした事を特徴とする請求項１又は２の配膳台。
【請求項４】
サイドテーブル及び／又は延長テーブルは、固定フックを突設し、メインテーブルの支持
脚を、載置枠と交差方向に配置した連結杆にて連結し、メインテーブル内へのサイドテー
ブル及び／又は延長テーブルの格納時に、固定フックをメインテーブルの連結杆に係合す
る事を特徴とする請求項１、２又は３の配膳台。
【請求項５】
メインテーブル及び／又はサイドテーブル及び／又は延長テーブルは、支持脚の下端にキ
ャスターを回動可能に接続した事を特徴とする請求項１、３又は４の配膳台。
【請求項６】
メインテーブルは、載置枠と平行な支持枠を、支持脚に固定し、載置枠から外した載置板
を、支持枠の上面に配置可能とした事を特徴とする請求項１、２、３、４又は５の配膳台
。
【請求項７】
メインテーブルは、載置板を複数に分割形成した事を特徴とする請求項２、３、４、５又
は６の配膳台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サイドテーブルの引き出しと格納を可能とした伸縮型配膳台に係るもので、
サイドテーブルとメインテーブルとを面一に配置可能とし、物品の載置を行い易くして使
い勝手を向上させるものである。また、サイドテーブルの引き出しや格納作業を、より少
ない力で容易に行うとともに配膳台のコンパクトな保管を可能とするものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１の如く、メインテーブルの内側に、サイドテーブルを一台又は複数台
格納し、メインテーブルの一側又は両側に、これらのサイドテーブルを引き出して使用す
るものが存在した。これらのサイドテーブルは、引き出し時にメインテーブルと分離しな
いように、ストッパー等を設けて互いを連結している。
【０００３】
　また、特許文献２では、メインテーブルに設けた挿入パイプ内に、延長パイプを出し入
れ可能に挿入配置している。そして、テーブルを延長して使用する際は、この延長パイプ
を挿入パイプ内から引き出した後、延長パイプの上面に、天板を載置して使用するもので
ある。一方、テーブルの収縮時は、延長パイプの上面から天板を外してメインテーブルの
載置板の下方に設けた収納部に収納した後、延長パイプを挿入パイプ内に挿入する事によ
り、配膳台を幅狭に収縮して、コンパクトな保管を可能とするものである。
【特許文献１】特開平８－４７４２６号公報
【特許文献２】実公平６－４９２１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の方式では、メインテーブルの下方にサイドテーブルを
格納するので、サイドテーブルをメインテーブルよりも奥行きが狭く背の低いものとする
必要がある。そのため、サイドテーブルの引き出し時に、このサイドテーブルの天板とメ
インテーブルの載置板とに段差を生じ、物品の載置が行いにくく、美観をも損なうものと
なっていた。また、サイドテーブルの天板の奥行きが狭いので、物品の載置面積も狭くな
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っていた。
【０００５】
　これに対して、特許文献２の方式では、挿入パイプと略同一高さの延長パイプの上面に
天板を載置しているので、この天板とメインテーブルの載置板とを面一に配置する事がで
きる。また、天板の奥行きも載置板の奥行きと同一に形成する事も可能となる。従って、
この面一で広い面積の載置板と天板の上面に、物品を安定良く容易に載置する事が可能と
なるとともに、美観も向上させる事ができた。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２では、前述の如く、テーブルの延長時には、天板の収納部か
ら延長パイプの上面まで天板を移動して載置する必要があり、テーブルの収縮時には、延
長パイプから天板を外して収納部に収納する必要があり、手間と労力を必要としていた。
そのため、特に小学生が給食の配膳等で使用する場合は、天板が重すぎて、扱いにくく、
作業効率を悪くしていた。
【０００７】
　本発明は上述の如き課題を解決しようとするものであって、サイドテーブルの引き出し
と格納を可能とした伸縮型配膳台に於いて、サイドテーブルとメインテーブルとを面一に
配置可能とし、物品の載置を行い易くして、使い勝手及び美観を向上させようとするもの
である。また、サイドテーブルの引き出しや格納作業を、より少ない力で容易に行うとと
もに配膳台のコンパクトな保管を可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上述の如き課題を解決するため、物品の載置板を上面に配置する載置枠の下面
に支持脚を設けて形成したメインテーブルと、このメインテーブルの一側に配置しメイン
テーブルの載置板と面一な天板を支持脚の上面に固定したサイドテーブルと、載置枠の両
外側に設け、水平部と、この水平部のサイドテーブル側の端部から垂直下方向に設けた垂
直部とから成る一対のＬ字形レールと、このＬ字形レールに、本体基板に三角形状に設け
た三支点の内の二支点を回動及び摺動可能に接続するとともに他の一支点をサイドテーブ
ルの下面に回動可能に軸支して、メインテーブルとサイドテーブルとを位置移動可能に連
結する連結機構とから成り、サイドテーブルの引き出し時は、外側レールに係合した二支
点の一方をＬ字形レールの水平部に配置し、他方をＬ字形レールの垂直部に配置するとと
もに、サイドテーブルの格納時は、サイドテーブルをメインテーブル側に押圧する事によ
り、サイドテーブルの軸支部を支点として本体基板を回動しサイドテーブルを上昇させ、
Ｌ字形レール内に係合した二支点をＬ字形レールの水平部内で摺動させる事により、メイ
ンテーブルの上面にサイドテーブルの天板を配置可能としても良い。
【０００９】
　また、載置板は、載置枠の上面に着脱可能に配置しても良い。
【００１０】
　また、メインテーブルは、サイドテーブルとは反対側の他側に延長テーブルを配置し、
この延長テーブルの延長天板をメインテーブルの載置板と面一に形成し、延長テーブル及
びサイドテーブルの格納時は、メインテーブルの載置枠から載置板を取り外した後、延長
テーブルをメインテーブル側に押圧する事により、載置枠の上面に延長テーブルの延長天
板を配置して延長テーブルをメインテーブル側に格納し、この延長テーブルの格納後に、
サイドテーブルをメインテーブル側に押圧移動させる事により、延長テーブルの延長天板
の上面にサイドテーブルの天板を配置可能としても良い。
【００１１】
　また、サイドテーブル及び／又は延長テーブルは、固定フックを突設し、メインテーブ
ルの支持脚を、載置枠と交差方向に配置した連結杆にて連結し、メインテーブル内へのサ
イドテーブル及び／又は延長テーブルの格納時に、固定フックをメインテーブルの連結杆
に係合するものであっても良い。
【００１２】
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　また、メインテーブル及び／又はサイドテーブル及び／又は延長テーブルは、支持脚の
下端にキャスターを回動可能に接続しても良い。
【００１３】
　また、メインテーブルは、載置枠と平行な支持枠を、支持脚に固定し、載置枠から外し
た載置板を、支持枠の上面に配置可能としても良い。
【００１４】
　また、メインテーブルは、載置板を複数に分割形成しても良い。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は上述の如く構成したもので、メインテーブルの載置板とサイドテーブルの天板
とを、面一とする事が可能となり、物品の載置を行い易くして、使い勝手と美観とを向上
させる事が可能となる。また、サイドテーブルの格納時は、天板を外す必要がなく、サイ
ドテーブルをメインテーブル側に引き上げながら移動させるだけで、サイドテーブルの天
板をメインテーブルの上面に配置する事ができ、容易な格納が可能となるとともに配膳台
を幅狭に収縮して、コンパクトな格納が可能となる。その結果、保管場所への移動等を円
滑に行う事が可能となるとともに、広いスペースを使用する事の無い収納効率の良い配膳
台の保管が可能となる。また、サイドテーブルの格納及び引き出しを、連結機構の二支点
をＬ字形レール内で摺動させる事で、より少ない力で容易に行う事ができ、小学校の低学
年の生徒等であっても、扱い易い製品を得る事ができる。
【実施例】
【００１６】
　以下、本発明の一実施例を図面に於いて説明すれば、(１)はメインテーブルで、一側に
サイドテーブル(11)を出し入れ可能に配置している。また、メインテーブル(１)は、物品
の載置板(２)を上面に載置する載置枠(３)を、一対平行に配置している。また、この載置
枠(３)に交差方向に、図３に示す如く、一対の連結杆(８)を接続固定し、この連結杆(８)
の両端に支持脚(４)を接続固定している。また、この支持脚(４)の下端に、キャスター(
５)を装着し、メインテーブル(１)の移動を可能としている。このキャスター(５)には、
ロック機構(図示せず)等を設ける事により、使用時の不用意な移動を防止する事が可能と
なる。また、本実施例では、後述の如く、メインテーブル(１)にサイドテーブル(11)を出
し入れ可能に配置するだけでなく、更に延長テーブル(14)もメインテーブル(１)に対して
出し入れ可能に配置している。この延長テーブル(14)の出し入れを可能とするため、載置
板(２)を、載置枠(３)に着脱可能に配置している。また、この載置板(２)の着脱を容易と
するため、図１に示す如く、２枚に分割形成して一枚の載置板(２)の重量を少なくすると
ともに、互いに別個に着脱を可能としている。
【００１７】
　また、前記支持脚(４)は、載置枠(３)と平行に上下一対ずつ配置した支持杆(６)(７)に
て連結する事により、メインテーブル(１)の補強を図るとともに、この支持杆(６)(７)に
、図１に示す如く、前記載置枠(３)から取り外した載置板(２)を載置可能としている。支
持脚(４)は、更に前記連結杆(８)の下部側を、別個の連結杆(10)にて連結する事により、
メインテーブル(１)の更なる補強を図っている。
【００１８】
　尚、本実施例では、メインテーブル(１)の載置板(２)及び後述のサイドテーブル(11)の
天板(12)、延長テーブル(14)の延長天板(15)は、載置枠(３)と平行方向を幅とし、載置枠
(３)と垂直方向を奥行きとして説明するものである。また、メインテーブル(１)の、サイ
ドテーブル(11)側を一側とし、延長テーブル(14)側を他側としている。
【００１９】
　そして、メインテーブル(１)は、一側にサイドテーブル(11)を出し入れ可能に配置して
いる。このサイドテーブル(11)は、図１に示す如く、メインテーブル(１)の載置板(２)と
面一な天板(12)を設け、この天板(12)の、メインテーブル(１)側とは反対側の二隅に、取
付金具(図示せず)等により支持脚(13)を接続固定している。また、このサイドテーブル(1
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1)の支持脚(13)の下端にも、キャスター(５)を装着し、サイドテーブル(11)の移動を可能
とするとともに、メインテーブル(１)に対するサイドテーブル(11)の出し入れ作業を容易
なものとしている。
【００２０】
　また、配膳台(34)の載置面積をより広く設けたい場合は、本実施例の如く、サイドテー
ブル(11)とは別個に、延長テーブル(14)を設けても良い。この延長テーブル(14)は、メイ
ンテーブル(１)の、サイドテーブル(11)とは反対側の他側に出し入れ可能に配置している
。そして、延長テーブル(14)は、メインテーブル(１)の載置板(２)と面一な延長天板(15)
を有するとともに、この延長天板(15)のメインテーブル(１)とは反対側の二隅に、取付金
具(図示せず)等により支持脚(16)を接続固定している。また、この延長テーブル(14)の支
持脚(16)の下端にも、キャスター(５)を装着し、延長テーブル(14)の移動を可能とすると
ともに、メインテーブル(１)に対する延長テーブル(14)の出し入れ作業を容易なものとし
ている。
【００２１】
　前記サイドテーブル(11)及び延長テーブル(14)を、メインテーブル(１)に対して出し入
れするため、メインテーブル(１)は、載置枠(３)の両内側に一対の内側レール(17)を設け
、載置枠(３)の両外側に一対のＬ字形レール(18)を設けている。このＬ字形レール(18)は
、載置枠(３)と平行な水平部(20)を設け、この水平部(20)のサイドテーブル(11)側の端部
を下方に垂直に形成し、垂直部(21)を設けて形成している。
【００２２】
　そして、延長テーブル(14)では、メインテーブル(１)側の両端下方に、回動可能にロー
ラー(図示せず)を接続し、このローラーを前記内側レール(17)に回動及び摺動可能に係合
している。この内側レール(17)とローラーとの係合により、載置枠(３)から載置板(２)を
外した状態で、図２に示す如く、延長テーブル(14)をメインテーブル(１)側に押圧する事
により、延長テーブル(14)の延長天板(15)を載置枠(３)の上面に配置して、メインテーブ
ル(１)側に延長テーブル(14)を格納する事が可能となる。
【００２３】
　尚、内側レール(17)は、サイドテーブル(11)側の一端部の底壁を垂直に突設して、ロー
ラーを当接させる当接壁(図示せず)を突設する等により、延長テーブル(14)の格納時に、
サイドテーブル(11)側でのローラーの離脱を防止している。尚、延長テーブル(14)の支持
脚(16)がメインテーブル(１)の連結杆(８)(10)に突き当たる事等によっても、サイドテー
ブル(11)側での延長テーブル(14)の離脱を防止できる。
【００２４】
　また、内側レール(17)の他端部には、閉止栓(図示せず)等のストッパー手段を着脱可能
に装着し、延長テーブル(14)の引き出し時に内側レール(17)からのローラーの離脱を防止
している。また、この閉止栓を外す事により、メインテーブル(１)への延長テーブル(14)
の組み付け時又は分解時は、内側レール(17)内へのローラーの係合又は係合解除を可能と
するものである。
【００２５】
　一方、サイドテーブル(11)とメインテーブル(１)とは連結機構(28)にて連結している。
この連結機構(28)は、サイドテーブル(11)の、メインテーブル(１)側の両端に、金属製の
支持板(23)を垂直方向に接続固定し、この支持板(23)に略台形状の本体基板(24)を軸支部
(25)を介して回動可能に連結している。また、この軸支部(25)を一支点とし、本体基板(2
4)に三角形状に配置した他の二支点の内側に、回動可能に第１ローラー(26)と第２ローラ
ー(27)を接続し、この第１ローラー(26)と第２ローラー(27)とを、Ｌ字形レール(18)内に
摺動可能に係合している。
【００２６】
　そして、サイドテーブル(11)の引き出し時には、図１に示す如く、第１ローラー(26)が
Ｌ字形レール(18)の水平部(20)に位置し、第２ローラー(27)が垂直部(21)に位置する事に
より、サイドテーブル(11)の天板(12)とメインテーブル(１)の載置板(２)とを面一に配置
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可能としている。また、サイドテーブル(11)の格納時には、天板(12)をメインテーブル(
１)側に押圧し、第１ローラー(26)を水平部(20)内で摺動させるとともに垂直部(21)に配
置した第２ローラー(27)を水平部(20)に移動させる事により、図３に示す如く、サイドテ
ーブル(11)の天板(12)を延長テーブル(14)の延長天板(15)の上面に配置した状態で、サイ
ドテーブル(11)をメインテーブル(１)内に格納する事を可能としている。
【００２７】
　尚、上述の如く、延長テーブル(14)の延長天板(15)の上面に、サイドテーブル(11)の天
板(12)を配置可能なように、軸支部(25)と他の二支点間、即ち軸支部(25)と第１ローラー
(26)及び第２ローラー(27)との各距離を、延長天板(15)の板厚よりも広い間隔で形成する
。また、一対の支持板(23)とこれに軸支された本体基板(24)との間隙に、延長テーブル(1
4)の延長天板(15)を配置するので、この一対の支持板(23)と本体基板(24)との間隙を、延
長天板(15)の奥行きよりも広く形成する。
【００２８】
　また、このサイドテーブル(11)に於いても、図２、図３に示す如く、垂直部(21)の下端
を突設して突当壁(35)を突設し、第１ローラー(26)及び第２ローラー(27)の離脱を防止し
ている。また、水平部(20)の端部には、閉止栓(36)を着脱可能に装着し、第１ローラー(2
6)と第２ローラー(27)との離脱を防止している。また、この場合も、サイドテーブル(11)
の支持脚(13)がメインテーブル(１)の連結杆(８)(10)に突き当たる事等により、サイドテ
ーブル(11)の離脱を防止する事ができる。そして、メインテーブル(１)へのサイドテーブ
ル(11)との組み付け時又は分解時は、この閉止栓(36)を外す事により、Ｌ字形レール(18)
への第１ローラー(26)及び第２ローラー(27)の係合と係合解除を容易に行う事ができる。
【００２９】
　上述の如く、延長天板(15)の奥行きに応じて支持板(23)と本体基板(24)との間隙を調整
する事が可能であるとともに、載置板(２)を外した載置枠(３)の上面に延長天板(15)を配
置可能であるので、延長天板(15)の奥行きを載置板(２)の奥行きと同一寸法とする事が可
能となる。更に、サイドテーブル(11)の天板(12)も、延長天板(15)の上面に配置するので
、支持脚(４)の幅等に制限される事が無く、天板(12)の奥行きも載置板(２)の奥行きと同
一寸法で形成する事ができる。従って、載置板(２)、天板(12)及び延長天板(15)を、面一
に形成した事も相俟って、これらへの物品の載置が行い易く、載置面積も増大するととも
に、美観をも向上させる事が可能とな配膳台(34)を得る事ができる。
【００３０】
　また、本実施例では、Ｌ字形レール(18)の水平部(20)と内側レール(17)との背面を溶接
及びビス等で固定し、この水平部(20)と内側レール(17)との上面を、載置板(２)を載置す
る載置枠(３)としている。また、載置板(２)の下面には、一対の内側レール(17)の配置間
隔を介して固定金具(37)を一対突設し、この固定金具(37)を一対の内側レール(17)の内側
に係合する事により、載置板(２)の安定した載置を可能としている。他方、載置板(２)を
支持杆(６)(７)に載置する際は、図１に示す如く、一対の支持杆(６)(７)の外面に固定金
具(37)を配置する事により、載置板(２)が支持杆(６)(７)から不用意に離脱するのを防止
している。
【００３１】
　また、サイドテーブル(11)及び延長テーブル(14)は、各支持脚(13)(16)の下部側を、そ
れぞれ連結杆(30)(31)にて連結し、支持脚(13)(16)によるサイドテーブル(11)又は延長テ
ーブル(14)の支持安定性を高めている。また、サイドテーブル(11)では、一方の支持脚(1
3)の上方に、Ｌ字形の固定フック(32)を設け、サイドテーブル(11)の格納時に、図３に示
す如く、この固定フック(32)をメインテーブル(１)の上部側の連結杆(８)に係合可能とし
ている。また、延長テーブル(14)では、連結杆(31)に固定フック(33)を接続し、この固定
フック(33)を、図２、図３に示す如く、メインテーブル(１)の下部側の連結杆(10)に係合
可能としている。これら固定フック(32)(33)の連結杆(８)(10)への係合により、格納状態
の配膳台(34)の移動時等に、サイドテーブル(11)及び延長テーブル(14)の不用意な飛び出
しを防止して、移動作業を円滑に行う事が可能となる。
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【００３２】
　上述の如く構成した配膳台(34)を、例えば給食の配膳に使用する際の手順を説明する。
まず、配膳台(34)の使用時に、図１に示す如く、サイドテーブル(11)と延長テーブル(14)
とを引き出した状態では、載置板(２)と天板(12)及び延長天板(15)を面一に配置する事が
でき、段差を無くして広い載置面積を確保する事ができ、食器、食品を収納したトレー等
を、容易かつ安定的に載置する事ができる。
【００３３】
　また、メインテーブル(１)の２枚の載置板(２)は、双方を載置枠(３)の上面に配置して
も良いし、図１に示す如く、一方のみを載置枠(３)に配置し、他方を上部側の支持杆(６)
の上面に配置して使用しても良い。この支持杆(６)上面に配置した他方の載置板(２)に、
シチュー等を収納した重量のある食缶を載置する事により、食缶の四方を載置枠(３)、連
結杆(８)、一方の載置板(２)の側面及びサイドテーブル(11)の天板(12)側面で囲う事がで
き、食缶の転倒等を良好に防止する事ができる。また、食缶の位置が低くなり、低学年の
生徒でもシチュー等の分配作業を容易に行う事が可能となる。また、食缶が丈高の場合等
は、載置板(２)を下側の支持杆(７)の上面に配置して、より低い位置に安定して食缶を配
置する事もできる。
【００３４】
　また、サイドテーブル(11)と延長テーブル(14)の引き出し状態で、各キャスター(５)に
設けたロック機構等をロックする等により、配膳台(34)全体が不用意に移動するのを防止
するとともに、サイドテーブル(11)や延長テーブル(14)のメインテーブル(１)側への戻り
を防止する事ができる。
【００３５】
　また、サイドテーブル(11)は、図１に示す如く、軸支部(25)を支点としてメインテーブ
ル(１)側に回動し、第１ローラー(26)がＬ字形レール(18)の水平部(20)に配置されて軸支
部(25)と略水平となるとともに、第２ローラー(27)が垂直部(21)に配置されている。従っ
て、生徒が誤ってサイドテーブル(11)をメインテーブル(１)方向に押す等の多少の衝撃を
与えても、軸支部(25)、第１ローラー(26)と第２ローラー(27)の三支点の支持により、サ
イドテーブル(11)が不用意にメインテーブル(１)側に戻るのを抑制する事ができる。
【００３６】
　また、延長テーブル(14)は、図１に示す如く、延長天板(15)に隣接して、載置板(２)を
配置しているので、この載置板(２)がストッパーの役目を担って、延長テーブル(14)がメ
インテーブル(１)側に不用意に移動するのを防止する事ができる。更に好ましくは、延長
テーブル(14)に、従来公知の適宜のストッパー機構を設ける事で、延長テーブル(14)の不
用意な戻り防止効果を更に高めても良い。
【００３７】
　そして、使用後に配膳台(34)をコンパクトな形状として保管するには、まず、載置枠(
３)の上面に載置した載置板(２)を、全て取り外して支持杆(６)の上面に配置する。特許
文献２では、重量のある天板を移動するので、過大な労力を必要としたが、本実施例では
、載置板(２)を２分割しているので、重量を軽減する事ができ、低学年の生徒でも扱い易
いものとなる。次に、延長テーブル(14)の格納を行うが、その際にはまず、前述の如く適
宜のストッパー機構を設けている場合は、このストッパー機構を解除するとともに、延長
テーブル(14)の支持脚(16)に装着したキャスター(５)のロックを解除する。
【００３８】
　そして、延長テーブル(14)をメインテーブル(１)側に押圧すると、延長天板(15)に接続
したローラーが内側レール(17)内を摺動する事により、延長テーブル(14)を容易に載置枠
(３)方向に水平移動させる事ができる。そして、図２に示す如く、載置板(２)が取り外さ
れた載置枠(３)の上面に、延長天板(15)が配置された状態で、延長テーブル(14)を載置枠
(３)内に格納する事ができ、低学年の生徒でも大きな労力を必要とせず、容易な格納が可
能となる。
【００３９】
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　また、延長テーブル(14)の移動完了後は、ローラーを支点として、延長天板(15)の、支
持脚(16)側の端部を持ち上げて、固定フック(33)をメインテーブル(１)の下部側の連結杆
(10)に係合する。この係合後は、持ち上げた延長天板(15)を戻す事により、延長天板(15)
が水平となるとともに、固定フック(33)の係合により、格納した延長テーブル(14)が不用
意に飛び出す事がないものとなる。
【００４０】
　次に、サイドテーブル(11)を格納するには、当該サイドテーブル(11)の支持脚(13)に装
着したキャスター(５)のロックを解除する。そして、図４に二点鎖線で示す如く、サイド
テーブル(11)の天板(12)の、メインテーブル(１)側を多少持ち上げながら、天板(12)をメ
インテーブル(１)側に押圧する事により、第１ローラー(26)と第２ローラー(27)とがＬ字
形レール(18)内を摺動し、第２ローラー(27)が垂直部(21)から水平部(20)に移動する。こ
の水平部(20)への移動により、軸支部(25)を介して本体基板(24)が回動し、図４に実線で
示す如く、サイドテーブル(11)の天板(12)が、延長天板(15)を介在可能な間隙を介して上
昇する。
【００４１】
　この上昇状態で、天板(12)を更に押圧移動させる事により、第１ローラー(26)と第２ロ
ーラー(27)が水平部(20)を摺動して、サイドテーブル(11)の天板(12)を延長テーブル(14)
の延長天板(15)の上面に配置する事ができる。そして、終点まで移動後は、天板(12)の支
持脚(13)側を持ち上げて、この支持脚(13)に突設した固定フック(32)を、メインテーブル
(１)の上部側の連結杆(８)に係合する事により、図３に示す如く、天板(12)を水平に配置
した状態で、サイドテーブル(11)を延長テーブル(14)の上面に、容易に離脱する事なく格
納する事ができる。
【００４２】
　上述の如く、配膳台(34)を幅狭に収縮して、コンパクトな形状とする事ができ、広いス
ペースを使用する事のない保管が可能となる。また、このコンパクト化により、保管場所
等への移動時にも、サイドテーブル(11)と延長テーブル(14)とを、メインテーブル(１)と
一体に円滑に移動させる事ができる。
【００４３】
　尚、図３の格納状態の配膳台(34)を延長する際は、上記とは逆の手順で、まずサイドテ
ーブル(11)の固定フック(32)と連結杆(８)との係合を解除した後、サイドテーブル(11)の
天板(12)を引き出し方向に引き出すと、第１ローラー(26)と第２ローラー(27)とがＬ字形
レール(18)の水平部(20)内を摺動する事により、天板(12)が引き出し方向に移動する。そ
して、Ｌ字形レール(18)に沿って、第２ローラー(27)が垂直部(21)側に移動する事により
、軸支部(25)を介して本体基板(24)が回動し、天板(12)が下降し、図２に示す如く、メイ
ンテーブル(１)の一側に、サイドテーブル(11)を配置する事ができる。
                                                                                
【００４４】
　次に、延長テーブル(14)の固定フック(33)と連結杆(10)との係合を解除した後、延長テ
ーブル(14)を引き出し方向に引き出して、延長天板(15)に接続したローラーを内側レール
(17)内で摺動させる事により、図１に示す如く、延長テーブル(14)をメインテーブル(１)
の他側に、容易に引き出す事ができる。
【００４５】
　また、上記実施例１では、本体基板(24)に三角形状に配置した三支点のうち二支点に第
１ローラー(26)と第２ローラー(27)を回動可能に接続してＬ字形レール(18)に係合してい
る。これに対して、他の異なる実施例として、二支点に係合軸等を突設し、この係合軸を
摺動可能にＬ字形レール(18)内に係合するものであっても良い。
【００４６】
　また、上記実施例では、支持板(23)に本体基板(24)を軸支しているが、天板(12)に直に
軸支しても良い。また、本体基板(24)は、本実施例では、台形状としているが、三角形状
に三支点を配置可能であれば、本体基板(24)を三角形状に形成しても良いし、正方形状、
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矩形状等としても良い。
【００４７】
　また、上記実施例では、メインテーブル(１)に、サイドテーブル(11)と延長テーブル(1
4)とを設けて配膳台(34)を形成している。しかし、前述の如く、他の異なる実施例として
、延長テーブル(14)を設けずにメインテーブル(１)とサイドテーブル(11)のみで配膳台(3
4)を形成しても良く、より簡易で廉価な製品を得る事ができる。また、この場合は、メイ
ンテーブル(１)内への延長テーブル(14)の格納が無いから、メインテーブル(１)の載置枠
(３)の上面に載置板(２)を配置した状態で、この載置板(２)の上面に、サイドテーブル(1
1)の天板(12)を配置する事ができ、載置板(２)を取り外す手間や労力を省く事ができる。
【００４８】
　また、前述の如く、載置板(２)を支持杆(６)(７)の上面に移動して使用するのは、給食
の食缶受けとして使用し、載置枠(３)にて食缶の転倒防止を図る等の目的で行うものであ
る。そのため、食缶等の重量のあるものを載置せず、これらの転倒防止を厳重に行う必要
もないならば、載置板(２)を載置枠(３)に固定してメインテーブル(１)を形成しても良い
。更に、支持脚(４)の補強の必要も無いならば、支持杆(６)(７)を省略して形成しても良
い。これらサイドテーブル(11)のみを設けた製品、サイドテーブル(11)と延長テーブル(1
4)とを設けた製品の何れの場合でも、使用目的や予算、使用場所の広さ等に応じて、最良
の形態で実施する事が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に於ける一実施例の配膳台の全体斜視図。
【図２】延長テーブルをメインテーブル側に格納した状態の斜視図。
【図３】サイドテーブルを延長テーブルの上面に配置してメインテーブル側に格納した状
態の斜視図。
【図４】サイドテーブルの連結機構付近の部分拡大図。
【符号の説明】
【００５０】
　１　メインテーブル
　２　載置板
　３　載置枠
　４　支持脚
　５　キャスター
　６　支持杆
　７　支持杆
　８　連結杆
１０　連結杆
１１　サイドテーブル
１２　天板
１３　支持脚
１４　延長テーブル
１５　延長天板
１６　支持脚
１８　Ｌ字形レール
２０　水平部
２１　垂直部
２４　本体基板
２５　軸支部(本発明の一支点)
２６　第１ローラー(本発明の一支点)
２７　第２ローラー(本発明の一支点)
２８　連結機構
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